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令 和 ４ 年 ３ 月 ９ 日 

運 輸 安 全 委 員 会 

 

 

 

株式会社横浜シーサイドライン新杉田駅において発生した 

鉄道人身障害事故に係る勧告に基づき講じられた施策について 

 

 

 

運輸安全委員会は、標記について令和 3 年 2 月 18 日付けで国土交通大臣に対し

て勧告を行っていたところですが、今般、勧告に基づき講じられた措置について通

知がありましたのでお知らせします。（別添） 

なお、この通知については、勧告の内容を反映したものとなっています。 

 

 

 




